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船舶インシデント調査報告書 

 

                              令和元年７月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成３０年７月１６日 ０５時２９分ごろ 

発生場所 兵庫県淡路市岩屋
い わ や

港東南東方沖 

 岩屋港北防波堤東灯台から真方位１０６°２.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３４.８′ 東経１３５°０４.１′） 

インシデントの概要 油タンカーゆうよう丸は、南東進中、主機の運転ができなくなり、

運航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成３０年１０月９日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（神戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

油タンカー ゆうよう丸、３,７８９トン 

 １３７０２５、沖野海運株式会社（Ａ社） 

 １０４.４５ｍ×１６.００ｍ×８.１０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、２,９４２kＷ、平成１４年９月 

 ４サイクル、回転数毎分２１０、６気筒、ボア４６０mm、使用燃料

Ｃ重油、平成１４年７月機関製造 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６３歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５５年３月１７日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成３０年３月２６日 

  免状有効期間満了日 令和５年９月４日 

機関長 男性 ３９歳 

 四級海技士（機関）（機関限定） 

  免 許 年 月 日 平成２０年１２月２５日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年９月３日 

  免状有効期間満了日 平成３０年１２月２４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか８人が乗り組み、阪神港神戸第４区に

ある揚げ地に向け、主機を回転数毎分（rpm）約１９６（約８０％負
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荷）とし、岩屋港東南東方沖を約１５ノットの対地速力で南東進中、

平成３０年７月１６日０５時２９分ごろ機関室内で火災警報装置が作

動した。 

機関長は、機関当直を行っていた機関士から火災警報装置が作動し

た旨の連絡を受け、機関室に入って主機の運転状況を確認したとこ

ろ、主機クランクケースのドアに装備してある安全弁からの白煙が止

まらなかったので、主機を手動で緊急停止し、船長に主機が使用でき

なくなった旨を報告した。 

本船は、船長が、機関長からの報告を受け、自力航行を諦めて大阪

湾海上交通センターに通報し、大阪湾（明石海峡航路東口沖）で錨泊

をすることを決め、同センターの支援の下、０６時５０分ごろ明石海

峡航路東方灯浮標南南東方沖１.５Ｍ付近で錨泊した。 

機関長は、主機のクランクケースのドアを開けて内部を点検したと

ころ、主機３番シリンダ（以下「本件シリンダ」という。）のピスト

ンの温度が異常に高く、シリンダライナ摺
しゅう

動面に焼損を認め、Ａ社

担当者に報告した。 

Ａ社は、機関製造会社（以下「Ｂ社」という。）に連絡して本件シ

リンダの修理を依頼し、点検及び準備を進めた。 

 Ｂ社担当者は、１６時４０分ごろ本船に乗り込み、本件シリンダの

シリンダヘッドを開放して修理を開始したが、ピストンとシリンダラ

イナとの固着が激しかったので、シリンダライナを下部から油圧ジャ

ッキで押し上げ、シリンダライナと固着しているピストンとを一括し

て抜き出した後、予備品と交換して主機を復旧した。 

 本船は、１７日２３時４０分ごろ主機の試運転を行って運転状況に

異常がないことを確認し、１８日００時１０分ごろ抜錨して揚げ地に

向けて航行を再開した。 

（付図１ インシデント発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 主機は、船首側から順にシリンダ番号が付された過給機付ディーゼ

ル機関で、機関室の中央付近に搭載され、総運転時間が約９６,００

０時間、年間平均運転時間が約６,２５０時間であった。 

本船は、常に主機の運転状態を把握した上、整備計画に基づいて整

備が行われていたが、主機運転諸元（運転データ）を就航（海上公

試）時と対比すると、過給機の性能（過給圧力）が低下していた。 

本船は、過給機のノズルリングを交換していたが、就航以来、ガイ

ドリングを交換していなかった。 

本船は、燃料油前処理システム及び潤滑油の管理を定期的に行って

いた。 

Ｂ社は、主機の標準的なピストン抜き間隔を４,０００～６,０００

時間（本船の年間運航時間に相当）と定め、機関取扱説明書に明記し

ていた。 
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本船は、毎年の入渠
きょ

時に主機のピストン抜きを半数のシリンダずつ

交互に実施しており、その整備間隔は約２年（約１２,５００時間）

ごととしていた。 

本船は、本件シリンダのピストン抜きを平成３０年９月末のドック

時に施工する予定であった。 

本船及びＡ社は、本船の最近の主機整備記録が付表２及び３のとお

りであり、シリンダライナの口径及びピストンのリング溝等に経年使

用による摩耗が進んでいるのを認めていたが、いずれもＢ社が設定し

た許容範囲内と確認して問題なしと判断していた。 

機関修理作業中に行ったＢ社担当者の点検結果は、次のとおりであ

った。  

(1) ピストン内部の冷却油（潤滑油）の通路部及びピストンクラウ

ンの燃焼室面に異常がなかった。 

(2) ピストンクラウンのリングランド*1に経年使用に伴うカーボン

（燃焼残渣
ざ ん さ

物）の付着堆積及び一部のピストンリング等の固着が

認められ、ピストン及びシリンダライナにスカフィング*2 が全周

に起きていた。 

(3) ピストンが発熱して熱変形を起こし、亀裂を生じた。 

Ｂ社担当者は、点検結果を考察した結果、ピストンリングの一時的

な固着によってブローバイが発生し、シリンダライナ壁に油膜切れを

起こし、ピストン及びシリンダライナ壁にスカフィングが生じたもの

と推測した。 

（付図２ ピストンクラウンの汚れがブローバイを発生させる経緯、

付図３ 過給機の経年使用に伴う効率低下及び使用限度値、付表１ 

主機運転諸元比較表、付表２ 主機シリンダライナ口径の計測記

録、付表３ 主機ピストンリング溝の計測記録及び主要部品整備記

録 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

本船は、南東進中、経年使用に伴い、本件シリンダのピストンクラ

ウンのリングランドとシリンダライナとの間に、燃焼残渣物が堆積し

た状況で運転を続けたことから、ブローバイが発生してシリンダライ

ナ等が焼損し、主機の運転ができなくなり、運航不能となったものと

                             
*1
 「リングランド」とは、ピストンクラウンの外周面でリング溝を除いた面の部分をいい、第 1 リング

からピストン頂面までをトップランドと呼び、以下、セカンドランド、サードランドと称する。 
*2
 「スカフィング」とは、摺動面に現れる引っかき傷のことで、「かじり」ともいい、摩擦による熱で

互いの表面が溶けて、摺動方向に筋状の「ささくれ」ができることをいう。 
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考えられる。 

本船は、経年使用による過給機の運転性能の低下等により燃焼不良

の状態で運転を続けたことから、ピストンクラウンのリングランドに

燃焼残渣物が堆積したものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、南東進中、経年使用に伴い、本件シリ

ンダのピストンクラウンのリングランドとシリンダライナとの間に、

燃焼残渣物が堆積した状況で運転を続けたため、ブローバイが発生し

てシリンダライナ等が焼損し、主機の運転ができなくなったことによ

り発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・主機等において、定期的に運転諸元を計測し、海上公試（ぎ
．
装中

の海上試運転）時の運転性能曲線と比較して運転状況及び経年使

用による性能低下を的確に把握し、状況に応じた機関整備を立案

すること。 

・燃焼室を構成する主要部品に経年使用による摩耗が進んでいる場

合は、機関製造会社の推奨する整備間隔を参考に、その状況に応

じて早期にピストンの開放整備を行うことが望ましい。 
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付図１ インシデント発生場所概略図 

 

 

 

 

 

インシデント発生場所 

（平成３０年７月１６日 

  ０５時２９分ごろ発生） 

錨泊場所 

岩屋港 

岩屋港北防波堤 

東灯台 

神戸市 

明石海峡 

大阪湾 

淡路島 

兵庫県 

大阪湾 
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付図２ ピストンクラウンの汚れがブローバイを発生させる経緯 

 

（ピストンリングが正常に機能している状況） 

(1) シリンダライナ及びピストンリング（以下「ＰＲ」

という。）は、クランクケースから跳ね上げられた

潤滑油で適切に潤っている。 

(2) ＰＲは、ピストンの上下動に伴い、ＰＲ溝内で常に

浮動している。 

(3) ピストンとシリンダライナとの隙間
す き ま

を燃焼ガスが流

れ、ガスの圧力が１番ＰＲをシリンダライナ壁面及

びＰＲ溝底部に向かって押しつける。 

(4) １番ＰＲは、自らの張力及び(3)のガス圧力により

シリンダライナに密着し、ライナ摺動面に付着して

いる潤滑油が燃焼ガスを完全にシールする。 

(5) ２番ＰＲ以降は、自らの張力とピストンの上下運動

でライナ及びＰＲ溝に密着している。 

（汚損が進んだ状況） 

(1) ピストンクラウンのリングランド及

びＰＲ溝が燃焼残渣物で汚損が進む

と、ＰＲの浮動が阻害され、やがて

固着する。 

(2) ＰＲが固着すると、シリンダライナ

への密着が無くなり、燃焼ガスの圧

力がＰＲとライナ摺動面のシール能

力を越え、燃焼ガスは通過する。 

 

この燃焼ガスがＰＲとライナ摺動面を

通過し、クランクケースに達することを

「ブローバイ」という。 

（ピストンクラウンのリングランドが 

燃焼残渣物で汚損した実例） 

（シリンダライナにスカフィングが 

発生した実例） 
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付図３ 過給機の経年使用に伴う効率低下及び使用限度値 

     （各主要部品の配置）

Ｒｎ＜Ｒｕ

　　＜ 経年使用による性能劣化とは ＞

（タービン軸方向から
　見たＲ値の計測場所）

ノズルリング、タービン軸各部等を過給機の開放整備ごとに掃除をしていても、案内
環内側（排気ガスの流路部）は排気ガスの流れによる浸食等により衰耗が進む。
この衰耗により‘タービン動翼の外縁部と案内環の内径との隙間’（以下「Ｒ値」とい
う。）が大きくなり、‘排気ガスがタービン動翼に作用せず通過する量’「漏れガス
量」が増加する。その結果、タービン効率が悪くなりタービン軸の回転速度が低下

全てのＲ値の平均値

円周下端（Ｒ１）

円周上端（Ｒ２）

0.67mm

Ｒ値は左図中の赤色円及び黄色円のとおり、円周４５度ごとに計
測を行う。また、円周下端(R1)と円周上端(R2)は特に重要で、限度
値を別に設定している。

Ｒ値の管理値及び限度値（VTR354-WG08型タービンの場合）

し、過給圧力の低下として表れる。
この衰耗量を知るために、毎回の開放整備ごとにＲ値を計測し、

このＲ値が過給機製造会社が指定する限度値を超えた場合、案内環
の寿命と判断して交換することが望ましい。

管理値

1.02mm

0.80mm

　　＜ Ｒ値の計測及び管理限度 ＞

限度値

0.61～1.02mm

0.26～0.67mm

0.48 ～ 0.80mm

Ｒ値

（新品）

（経年使用品）

排気ガスの流れ

タービン軸

タービン動翼

案内環

ノズルリング

Ｒ１

Ｒ２

経年使用による摩耗

漏れガス量

Ｒｎ

Ｒｕ

 

整備機器名称

ノズルリング

案内環 交換 不定期 (就航以来、未交換) 案内環＝カバーリング、等々

ノズルリング及び案内環の交換記録 平成３０年７月１６日 現在

作業 頻度 最終施工年月日 備考

交換 不定期 平成２１年
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付表１ 主機運転諸元比較表 

平成３０年６月 平成１４年７月

本船計測 海上公試

Ｃ重油使用 Ａ重油使用

機関出力
％

(ｋＷ) ７３（2,140） ７５（2,180） （　）内は出力数

機関回転数
ｒｐｍ
(deg) １９６（16.9） １９１（18.0） （　）内は、ＣＰＰ翼角

最大燃焼圧力 ＭＰａ ９.２１ １０.８

過給圧力
ＭＰａ
（rpm）

０.０９
（13,700）

０.１１２
(16,000)

（　）内は、過給機回転数

燃料ポンプ
ラック目盛り

＊＊＊ ３８.９ ４２.０

機関室温度
給気温度

℃
３５
４５

２７
４２

シリンダ排気温度 ℃ ３４７.６ ３３６

主機定格　4,000BHP x 210rpm 可変ピッチプロペラ（ＣＰＰ）　搭載

備　考

 

（解説） 本船使用Ｃ重油の動粘度は１５２ｃＳｔ。機関製造会社作成の出力推定曲線によれば、

Ｃ重油使用中の燃料ポンプラック目盛り３８.９は、Ａ重油使用中の燃料ポンプラック 

目盛り４１.５に相当する。従って、本付表の両試験時の機関出力は、ほぼ同じであるが

過給機の回転数及び圧力に大きな差があることが分かる。なお、最大燃焼圧力の差は、

過給圧力の差に起因する。 

 

付表２ 主機シリンダライナ口径の計測記録 

FA PS FA PS FA PS FA PS FA PS FA PS FA PS FA PS FA PS

平成24年10月3日 47 70 16 22 18 19 63 94 16 29 16 24

平成25年10月3日 50 93 12 27 12 18

平成26年9月30日 48 76 9 29 12 15 51 96 13 27 18 18 65 100 12 27 11 19

平成27年10月5日 56 108 26 26 29 29

平成28年10月1日 53 73 11 22 14 16 65 103 12 29 13 22

平成29年9月27日 56 95 83 60 78 79

FA PS FA PS FA PS FA PS FA PS FA PS FA PS FA PS FA PS

平成24年10月3日 24 53 13 24 12 19

平成25年10月3日 52 90 11 22 12 22 43 65 17 18 21 15

平成26年9月30日 35 56 21 24 17 14

平成27年10月5日 41 70 19 20 23 17 53 100 9 28 14 25

平成28年10月1日 22 56 8 21 10 13

平成29年9月27日 63 100 86 70 84 73 93 85 81 75 76 81

　　(*１) 備考　　

ＰＳ（右舷左舷方向の口径）」。　「計測位置」は、付表３添付の図面参照。

B CB C A B C A
　　　　計測点 (*1)

　計測日時

４番シリンダ ５番シリンダ ６番シリンダ

A

上から順に「シリンダ番号」、「計測位置」、「ＦＡ（船首尾方向の口径）及び

シリンダライナ口径　計測結果 使用限度；　160/100mm

　　　　計測点 (*1)

　計測日時

１番シリンダ ２番シリンダ

B C

３番シリンダ

A B C A A B C
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付表３ 主機ピストンリング溝の計測記録及び主要部品整備記録 

　　　計測点 (*2)

　計測日時 C１ C２ C３ C１ C２ C３ C１ C２ C３ C１ C２ C３ C１ C２ C３ C１ C２ C３

平成24年10月3日 45 28 15 40 25 16 45 30 20

平成25年10月3日 17 20 20 17 40 20 17 16 20

平成26年9月30日 18 19 17 25 23 20 18 18 23 19 20 22

平成27年10月5日 25 30 22 18 18 13 23 17 15

平成28年10月1日 25 22 16 25 21 17 24 21 17

平成29年9月27日 26 18 18 25 19 14 25 17 17

整備機器名称

燃料噴射弁

排気弁

吸気弁 平成29年9月25日

備考

推定間隔（主機運転時間換算） 1,500時間

推定間隔（主機運転時間換算） 3,000時間

　　(*2) 備考　　上から順に「シリンダ番号」、「計測位置」

使用限度；　30/100mm

C1＝17～22/100mm

C2＝13～18/100mm

C3＝13～17/100mm

５番シリンダ ６番シリンダ１番シリンダ ２番シリンダ ４番シリンダ

標準隙間；　
ピストン-リング溝隙間　計測結果

ピストンリング溝　計測位置

整備 １年に１回

整備 ６か月に１回

シリンダライナ　計測位置

作業 最終施工年月日

平成30年4月7日

平成30年5月6日

整備 ３か月に１回

平成30年7月16日 現在

頻度

その他の整備記録

３番シリンダ

 
 


